
住住住住住住住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅
用用用用用用用用用用用用用用用用
火火火火火火火火火火火火火火火火
災災災災災災災災災災災災災災災災
警警警警警警警警警警警警警警警警
報報報報報報報報報報報報報報報報
器器器器器器器器器器器器器器器器
設設設設設設設設設設設設設設設設
置置置置置置置置置置置置置置置置

住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置　
　

状状状状状状状状状状状状状状状状
況況況況況況況況況況況況況況況況
調調調調調調調調調調調調調調調調
査査査査査査査査査査査査査査査査
とととととととととととととととと
普普普普普普普普普普普普普普普普
及及及及及及及及及及及及及及及及
啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓啓
発発発発発発発発発発発発発発発発
事事事事事事事事事事事事事事事事
業業業業業業業業業業業業業業業業

状
況
調
査
と
普
及
啓
発
事
業

個
人
住
宅
な
ど
に
調
査
員
が
訪
問

し
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
の
設
置

状
況
の
調
査
と
未
設
置
住
宅
に
対

し
て
の
普
及
啓
発
を
行
い
ま
す

調
査
期
間　

３
月
末
ま
で

調
査
地
域　

西
地
区
（
旧
駅
前
通

り
か
ら
西
、
鉄
北
地
区
は
苫
小
牧

川
よ
り
西
）

※
調
査
員
は
調
査
員
証
の
携
帯
と

黄
色
の
帽
子
と
ベ
ス
ト
を
着
用

詳
細　

予
防
課　
�
（　

）６
７
２

３２

４
上上上上上上上上上上上上上上上上
下下下下下下下下下下下下下下下下
水水水水水水水水水水水水水水水水
道道道道道道道道道道道道道道道道
部部部部部部部部部部部部部部部部
かかかかかかかかかかかかかかかか
らららららららららららららららら
のののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知
らららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせ

上
下
水
道
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

■
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

下
水
道
の
整
備
に
よ
り
利
益
を
受

け
る
土
地
の
所
有
者
に
、
受
益
者

負
担
金
制
度
に
基
づ
き
、
費
用
の

一
部
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
、
ご
理
解
と
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す

受
益
者
負
担
金
制
度
と
は　

都
市

計
画
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
で

は
昭
和　

年
か
ら
実
施
し
て
い
る

４３

制
度
で
、
下
水
道
が
整
備
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
資
産
価
値
の
増

加
や
生
活
環
境
の
向
上
な
ど
新
た

な
利
益
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
土

地
所
有
者
の
方
な
ど
に
整
備
に
要

す
る
費
用
の
一
部
を
負
担
し
て
い

た
だ
く
も
の
で
す

　

年
度
の
対
象
区
域
と
単
価　
　

２３

２３

年
度
の
受
益
者
負
担
金
の
対
象
と

な
る
の
は
、
次
の
地
区
の
う
ち
下

水
道
を
使
用
で
き
る
区
域
で
す　

�
拓
勇
西
町
地
区
、
拓
勇
東
町
地

区
、
北
栄
町
地
区
、
字
植
苗
地
区

の
い
ず
れ
も
一
部
の
地
域
＝　

円
４１２

／
㎡　
�
の
ぞ
み
町
地
区
、
字
錦

岡
地
区
、
一
本
松
町
地
区
の
い
ず

れ
も
一
部
の
地
域
＝　

円
／
㎡

３７５

納
入
方
法
・
納
期　

対
象
と
な
る

土
地
の
所
有
者
に
は
、
２
月
上
旬

に
受
益
者
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。

申
告
に
基
づ
く
負
担
金
を
５
月
中

旬
か
ら
年
４
回
に
分
け
て
、
５
年

間（　

回
）で
納
入
し
て
い
た
だ
き

２０
ま
す
。
一
括
納
付
制
度
を
利
用
さ

れ
る
と
割
り
引
き
に
な
り
ま
す

■
水
洗
ト
イ
レ
改
造
資
金
貸
付
制
度

水
洗
ト
イ
レ
へ
の
改
造
費
と
改
造

に
伴
う
排
水
設
備
費
を
貸
し
付
け

対
象　

下
水
道
が
使
用
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
区
域
内
に
家
屋
を
持

ち
、
３
年
間
の
水
洗
化
義
務
期
限

内
に
く
み
取
り
便
所
を
水
洗
ト
イ

レ
に
改
造
す
る
方
。
た
だ
し
、
新

築
・
増
改
築
の
場
合
と
法
人
は
対

象
に
な
り
ま
せ
ん

貸
付
額　

住
宅
１
戸
に
つ
き　

万
６０

円
以
内
（
う
ち
大
工
工
事
費
４
万

円
以
内
）　
無
利
子　

返
済　

貸
し
付
け
の
翌
月
か
ら
５

年
間
の　

カ
月
均
等
割
償
還
（
毎

６０

月　

日
預
金
口
座
振
替
）

２３
貸
付
条
件　
�
市
道
民
税
、
固
定

資
産
税
、
受
益
者
負
担
金
に
滞
納

が
な
い　
�
年
齢
・
所
得
制
限
あ

り　
�
連
帯
保
証
人
が
１
人
必
要

※
貸
付
金
の
申
請
手
続
き
は
、
市

指
定
の
排
水
設
備
工
事
事
業
者
が

代
行
し
ま
す

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

詳
細　

上
下
水
道
部
総
務
課　
�

（　

）６
６
２
８

３２
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２月の自動車免許講習

17 広報とまこまい　平成２３（２０１１）年・２月

　２月の水道当番業者
水道の修理を依頼する方は、８時から１７時までに下記の業
者にご連絡ください

電話番号業者地
域日電話番号業者地

域日

５５-０５０８パナテック東２０日
�日 

５５-７８５８オーテック東５日
�土 ３６-７７８８東成設備西３３-００３８冨士企業西

３３-００３８冨士企業東２６日
�土 

５６-２０８７国策機工東６日
�日 ７１-１８１１新王建設西６８-２８５５朝陽工業西

３２-４５８８福森工務店東２７日
�日 

５５-５３０３日栄工業東１１日
�金 ７２-７１９４興和設備西６７-３８１８三共水道設備西

６８-２８５５朝陽工業３/５日
�土 

５５-２１６６大谷産業東１２日
�土 ６７-２３７７進興工業西

６７-３８１８三共水道設備６日
�日 

５６-２０８７国策機工東１３日
�日 ７４-２５１１楡建設西

東＝支笏湖通りの東側の地域
西＝支笏湖通りの西側の地域

５５-６３１１成友設備東１９日
�土 ３２-４５８８福森工務店西

詳細　水道修理センター　�３１-４７４７

健

康

暮
ら
し

税

金

福

祉

相

談

ス
ポ
ー
ツ

指
定
管
理
者

催
し
・
講
座

�優良講習（３０分）
８日�４日�３日�１日�１０時
１８日�１６日�１５日�９日�

２８日�２４日�２３日�
１７日�１３時３０分

２２日�１０日�１５時３０分

�一般講習（１時間）
２２日�１７日�１０日�２日�１０時

２５日�
１８日�８日�１３時３０分

�違反者講習（２時間）
７日�４日�３日�１日�１３時３０分
２１日�１５日�１４日�９日�

２５日�２３日�
１０日�、２４日�の１３時から中野自動車学校で
も受講できます

�初回更新者講習（２時間）
２４日�１６日�２日�１３時３０分

会場　安全運転センター
詳細　苫小牧警察署　�３５‐０１１０
http://www.tomakomai-syo.police.pref.hokkaido.jp/

広告

アアアアアアアアアアアアアアアア
ンンンンンンンンンンンンンンンン
チチチチチチチチチチチチチチチチ
エエエエエエエエエエエエエエエエ
イイイイイイイイイイイイイイイイ
ジジジジジジジジジジジジジジジジ
ンンンンンンンンンンンンンンンン
ググググググググググググググググ
運運運運運運運運運運運運運運運運
動動動動動動動動動動動動動動動動
編編編編編編編編編編編編編編編編

ア
ン
チ
エ
イ
ジ
ン
グ
運
動
編

ア
ン
チ
エ
イ
ジ
の
た
め
の
運
動
方

法
を
学
ぶ

と
き
・
内
容　
�
３
月
３
日
�木
 

＝

講
話（
メ
タ
ボ
防
止
と
運
動
）と
実

技
（
骨
盤
ゆ
が
み
防
止
ス
ト
レ
ッ

チ
）　�
３
月　

日
�木
 

＝
コ
ア
ト
レ

１０

ー
ニ
ン
グ
の
実
践　

計
２
回
（
原

則
２
回
参
加
）　
い
ず
れ
も　

時　
１３

３０

分
〜　

時　

分

１５

３０

と
こ
ろ　

総
合
体

育
館

対
象　
　

〜　

歳
の
方

３０

６９

料
金　

無
料

定
員　
　

人　

申
し
込
み
順

２０

申
し
込
み
・
詳
細　

２
月　

日
�金
 
１８

（
土
・
日
曜
日
、祝
日
を
除
く
）ま
で

に
電
話
ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

健
康
支
援
課　
�
（　

）６
４
１
０

３２

http://w
w
w
.city.tom

akom
ai.hokkai

do.jp/

で
健
康
支
援
課　
検
索

国国国国国国国国国国国国国国国国
民民民民民民民民民民民民民民民民
年年年年年年年年年年年年年年年年
金金金金金金金金金金金金金金金金
のののののののののののののののの
おおおおおおおおおおおおおおおお
知知知知知知知知知知知知知知知知
らららららららららららららららら
せせせせせせせせせせせせせせせせ

国
民
年
金
の
お
知
ら
せ

■
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
申
請

を
忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
が
困
難
な
方
は
、
免
除
な
ど
の

制
度
を
利
用
で
き
ま
す
。
保
険
料

を
未
納
の
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、

将
来
の
年
金
額
が
減
額
さ
れ
た
り
、

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

だ
け
で
な
く
、
障
害
年
金
や
遺
族

年
金
も
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
申
請

に
は
要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
事

前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

■
国
民
年
金
保
険
料
の
前
納
割
引

制
度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

１
年
度
分
ま
た
は
６
カ
月
分
な
ど
、

年
金
保
険
料
を
ま
と
め
て
納
め
る

前
納
制
度
を
利
用
す
る
と
、
保
険

料
が
割
り
引
き
に
な
り
お
得
で
す
。

※
口
座
振
替
の
場
合
は
１
年
度
分

お
よ
び
上
半
期
６
カ
月
分
（
４
月

〜
９
月
）
は
２
月
末
ま
で
、
下
半

期
６
カ
月
分（　

月
〜
翌
年
３
月
）

１０

は
８
月
末
ま
で
に
申
し
込
み
が
必

要
で
す

　
　

…
…
…
…
…
…
…
…
…

詳
細　

苫
小
牧
年
金
事
務
所　
�

（　

）６
１
３
５　

市
国
保
課　
�

３６
（　

）６
４
２
９

３２
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暮
ら
し

老人（入院）医療費助成制度のお知らせ
詳細　医療支援課　�３２-６４１６

６５歳から６９歳までの方で所得要件を満たしている方を対象
に、入院時の医療費の一部を助成しています。ただし、後期
高齢者医療被保険者、生活保護受給者は対象となりません

医療機関に入院し、１カ月の自己負担額が下表１の負担基準額を超え
た場合は、請求により支給限度額を上限に支払われます。ただし、助
成は過去１年間に３回まで（４回目以降は支給の対象となりません）。
また、入院時の食事代や健康保険適用外の費用は除かれます

�６５歳～６６歳＝本人、配偶者、
扶養義務者それぞれの前年の所
得金額が右表２の所得限度額以
下である
�６７歳＝本人の前年の市民税課
税標準額が１８０万円以下である
�６８歳～６９歳＝所得の制限はあ
りません

領収書（受診者名、医療点数の記載のあ
るもの）、健康保険証、印鑑（朱肉を使
用するもの）、金融機関口座　※ほか
に世帯状況、年齢により必要書類あり

�医療支援課
（市役所１階６番窓口）

�勇払・のぞみ出張所

表１　負担基準額と支給限度額
支給限度額負担基準額負担区分

６９，９００円８０，１００円一定以上所得者　※１
３５，７００円４４，４００円一般　※３
１０，８００円２４，６００円低所得者　※２

※１　一定以上所得者とは、課税所得が１４５万円以上の方が同一世帯にいる方
※２　低所得者とは、世帯全員が市民税非課税の方
※３　一般は、※１・２以外の方

高

表２　所得限度額
配偶者・扶養義務者
の所得限度額本人の所得限度額

所得金額扶養
人数所得金額扶養

人数
６，２８７，０００円０人１，５９５，０００円０人
６，５３６，０００円１人１，９７５，０００円１人
６，７４９，０００円２人２，３５５，０００円２人
６，９６２，０００円３人２，７３５，０００円３人

※１～７月の医療費の場合は前々年分

健
康

障

事

高
齢
者
向
け

障
が
い
者
向
け

子

育

高

子
ど
も
向
け

育
児
向
け

事
業
者
向
け

助成内容

所得要件

必要書類 申請場所
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